
 
 

第第３３章章  日日本本国国特特許許庁庁をを通通じじたた国国際際出出願願  

 

国際出願は、国際事務局に対し直接、又は出願人の締約国の官庁を通じて行うこ

とができます。日本国特許庁（以下、「特許庁」という。）を通じて行う国際出願を「国際

登録出願」といいます。                  ［協定４条（１）（a）、意法６０条の３］ 

 

特許庁は、国際登録出願を受領した場合、受領から１か月以内に国際事務局へ願

書を送付します（必要な手数料の納付がなされなかった場合を除く。）。また、国際事

務局への送付後、出願人に対して願書の受領日及び国際事務局への送付日を記載

した書面を送付します。                              ［規則１３（１）］ 

 

国際登録出願を行った場合の出願日は、原則として、特許庁が願書を受領した日

となります。なお、国際事務局により出願内容に関して不備が指摘された場合には、

出願日が当該不備の補正を国際事務局が受理した日に繰り下がることがあります。 

［協定９条、規則１３（３）］ 

 

 

第１節 国際登録出願の出願人適格 

 

国際登録出願を行うことができるのは、日本国民又は日本国内に住所若しくは居所

（法人にあっては、営業所）を有する外国人のみです。     ［意法６０条の３ １項］ 

 

 

第２節 国際登録出願の手続 

 

１．提出が必要な書類 

 

国際登録出願は、書面での提出又は電子特殊申請で行うことができます。下記の

書類を準備し、特許庁へ提出してください。 

 

①願書（【DM/1】）（複製物含む）： １部 

②書面による提出の場合、特許庁へ納付する送付手数料を貼付した書面（差出

書））、電子特殊申請による提出の場合は手数料の納付をした送付票 

③見本（書面による提出で複製物を後日提出する場合のみ）： 指定する締約国に

応じて必要な数 

 

（１）願書 【DM/1】（複製物含む） 
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第２章「国際出願の手続」を参照し、【DM/1】を作成してください。 

 

（２）送付手数料 

 

・国際意匠出願１件につき３，５００円       ［協定４条（２）、意法６７条１項４号］ 

 

① 書面での提出 

・特許印紙、現金納付、電子現金納付、特許庁窓口におけるクレジットカード

納付（予納による納付及び口座振替納付を行うことはできません。） 

・いずれの納付方法においても、国際登録出願時には、差出書を作成し提出

する必要があります。差出書には、特許印紙若しくは納付済証（現金納付の場

合）を添付、納付番号を記載（電子現金納付の場合）、又は識別番号を記載

（特許庁窓口におけるクレジットカード納付の場合）するとともに、【DM/1】に記

載した出願人の氏名（名称）、【DM/1】に記載した出願人の整理番号、及び提

出日を記載してください。 

 

 

特許印紙を貼付した場合の記載見本 

＜記載見本＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）用紙はＡ４判で作成してください。 

 

  

dd/mm/yyyy 

 Applicant's name: 

 Applicant's reference: 

 

 

 

 

 

 

（（３３，，５５００００YYeenn））  

特許印紙 特許印紙 特許印紙 
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② 電子特殊申請での提出 

・予納による納付、電子現金納付、口座振替納付、指定立替納付 

・インターネット出願ソフトにより作成する「送付票」に納付方法、納付金額等必

要事項を記載し手続を行います。この場合、紙出願の際に提出が必要であっ

た「差出書」は不要です。 

 

（３）見本 

 

見本については、第２章「第３節４．見本の提出」を参照してください。 

 

２．提出方法 

 

国際登録出願を行う際は、必要書類を特許庁の窓口への持参、郵送による送付又

は電子特殊申請により提出してください。 

なお、郵送の場合には、特許庁が受領した日が受領日となります（差出日ではあり

ません。）。 

 

 

第３節 送付手数料の補正 

 

１．手数料補正指令 

 

特許庁に納付すべき送付手数料（３，５００円）が納付されていない場合、又は必要額

に満たない場合には、必要な額を納付するよう出願人に対して補正指令を行います。 

［意法６０条の４（特法１７条３項３号）］ 

 

２．補正の期間 

 

指令の発送日から１０日 

 

３．補正の方法 

 

「手続補正書［意施規様式１４］」により手数料の納付を行います。手数料補正指令の

発出前に自発的に手続補正を行う場合も同様です。 

 

※手数料の納付は、国際登録出願時と同様に、書面での提出の場合は特許印紙・現

金納付・電子現金納付・特許庁窓口におけるクレジットカード納付、電子特殊申請

の場合は予納による納付・電子現金納付・口座振替納付・指定立替納付により行い

ます。 
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※特許庁窓口におけるクレジットカード納付の場合、納付手続を行う者の欄（例【代理

人】）の下に【識別番号】の欄を設け、識別番号を記載します。なお、識別番号の記

載にかかわらず、【住所又は居所】の記載は必要です。 

 

※手続補正書の提出方法は、上記第２節「２．提出方法」と同様です。 

 

４．補正が行われた場合 

 

補正手続が適正に行われた場合は、国際登録出願として手続を進めることができます。 

 

５．補正が行われない場合 

 

手数料補正指令に対し、所定の期間内に補正が行われなかった場合は、その国際登

録出願は却下処分となります。               ［意法６０条の４（特法１８条１項）］ 

 

 

第４節 過誤納の手数料の返還 

 

特許庁へ納付した送付手数料の額が適正金額を超えて過大であった場合には、過

誤納分の手数料の返還を求めることができます。 

 

１．返還の請求期間                             [意法６７条８項] 

 

送付手数料を納付した日から１年 

 

２．返還の請求方法                            [意施規１８条の４] 

 

「既納手数料返還請求書［意施規様式２１］」により行います。 

  

※既納手数料返還請求書に識別番号を記載して手続を行うことはできません。 

 

※既納手数料返還請求書の提出方法は、必要書類を特許庁の窓口への持参、郵送

による送付又は電子特殊申請により提出してください。 

  

    

- 31 -


	第１章　　ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要
	第１節　協定成立の経緯
	１．ジュネーブ改正協定成立以前
	２．ジュネーブ改正協定成立以降

	第２節　ジュネーブ改正協定の制度概要
	１．国際出願の効果
	２．国際出願日
	３．国際登録
	４．国際登録日
	５．国際登録簿
	６．国際公表
	７．国際登録の効果の拒絶
	８．国際登録に関する変更
	９．国際登録の存続期間

	第３節　ジュネーブ改正協定に基づく国際出願のメリット
	１．手続の簡素化
	２．容易な書類作成
	３．権利管理の簡便化
	４．経費の削減
	５．迅速な審査

	第４節　各国への出願と国際出願との手続比較
	第５節　ジュネーブ改正協定の規定概要
	１．序 [協定１条から２条]
	２．第１章　国際出願及び国際登録 [協定３条から１８条]
	３．第２章　管理規定 [協定１９条から２４条]
	４．第３章　改正及び修正 [協定２５条から２６条]
	５．第４章　最終規定 [協定２７条から３４条]


	第２章　　国際出願の手続
	第１節　ジュネーブ改正協定に基づく国際出願手続の原則
	１．国際出願の方法
	２．国際出願の出願人
	３．国際出願の言語

	第２節　国際出願の願書【DM/1】の作成
	１．様式
	２．続葉（CONTINUATION SHEET）
	３．願書【DM/1】の記載要領

	第３節　複製物の作成
	１．複製物の形式
	２．意匠の表現
	３．ガイダンス
	４．見本の提出

	第４節　ANNEXⅠ～Ⅴの作成
	１．ANNEX Ⅰ
	２．ANNEX　Ⅱ
	３．ANNEX　Ⅲ
	４．ANNEX　Ⅳ
	５．ANNEX　Ⅴ

	第５節　国際事務局による方式審査と不備の補正
	１．国際事務局による方式審査
	２．補正の期限
	３．補正書提出先


	第３章　日本国特許庁を通じた国際出願
	第１節　国際登録出願の出願人適格
	第２節　国際登録出願の手続
	１．提出が必要な書類
	２．提出方法

	第３節　送付手数料の補正
	１．手数料補正指令
	２．補正の期間
	３．補正の方法
	４．補正が行われた場合
	５．補正が行われない場合

	第４節　過誤納の手数料の返還
	１．返還の請求期間
	２．返還の請求方法


	第４章　国際事務局に対する主な手続
	第１節　所有権の変更の記録の請求　【DM/2】
	１．手続の概要
	２．【DＭ/2】の記載要領

	第２節　限定の記録の請求　【DM/3】
	１．手続の概要
	２．【DM/3】の記載要領

	第３節　国際登録の更新　【DM/4】
	１．手続の概要
	２．【DM/4】の記載要領

	第４節　放棄の記録の請求　【DM/5】
	１．手続の概要
	２．【DM/5】の記載要領

	第５節　名義人の氏名（名称）及び/又は住所（居所）の変更の記録の請求　【DM/6】
	１．手続の概要
	２．【DM/6】の記載要領

	第６節　代理人の選任　【DM/7】
	第７節　代理人の氏名（名称）及び/又は住所（居所）の変更の記録の請求　【DM/8】
	第８節　代理人の選任の記録の取消し　【DM/9】
	第９節　更正の請求

	第５章　国際事務局へ納付する手数料
	第１節　国際事務局へ納付する手数料の額
	１．国際出願の手数料
	２．国際登録の更新の請求の手数料
	３．所有権の変更の記録の請求の手数料
	４．名義人の氏名（名称）及び／又は住所（居所）の変更の記録の請求の手数料
	５．放棄の記録の請求の手数料
	６．限定の記録の請求の手数料

	第２節　手数料の納付方法
	１．納付の方法と留意点
	２．外国送金に関する注意事項

	第３節　国際事務局による手数料の払戻し
	１．不備が補正されない場合の手数料の払戻し
	２．過誤納の手数料の返還

	第４節　国際事務局から指定締約国への送金

	第６章　指定官庁としての日本国特許庁における手続
	第１節　日本国特許庁（指定官庁）における手続の概要
	第２節　意匠登録出願との取扱いの違い
	１．国際登録簿の記録事項と国際意匠登録出願の出願内容の関係
	２．国際登録簿の記録事項の変更と特許庁における取扱い
	３．秘密意匠制度の不適用
	４．関連意匠制度

	第３節　日本国特許庁への手続の原則
	１．日本国特許庁への手続開始時期
	２．意匠ごとの手続
	３．手続の方法
	４．代理人による手続
	５．手続の却下と補正指令

	第４節　日本国特許庁への具体的手続
	１．新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続
	２．パリ条約等による優先権を主張する場合の手続
	３．手続の補正
	４．意見書
	５．特徴記載書
	６．過誤納の手数料等の返還の請求
	７．個別指定手数料の返還の請求
	８．その他の手続書類（上申書、協議の結果届、期間延長請求書、早期審査に関する事情説明書）

	第５節　審　判
	１．拒絶査定不服審判、補正却下決定不服審判
	２．無効審判

	第６節　登　録
	１．意匠権の設定の登録
	２．意匠登録証
	３．国際登録を基礎とした意匠権に関する特例

	第７節　意匠公報の発行
	第８節　手続書類等の閲覧・交付・証明の請求
	１．閲覧及び交付の請求
	２．証明の請求


	【国際事務局へ行う手続の様式】
	１．国際出願の願書　【DM/1】
	２．ANNEX　Ⅰ～Ⅴ　

	【参考資料】
	１．ハーグ協定の締約国一覧
	２．ハーグ協定指定手数料一覧表
	３．国際事務局へ納付する手数料一覧
	４．意匠公報＜見本＞
	５．優先権証明書提出に関するリマインダー通知＜見本＞




